
2015年4月16日

高浜原発差止仮処分弁護団・申立人

質問事項

1. 4/14の仮処分決定につき、新規性基準は合理性に欠くとの指摘に対するについて、規

制委員会・規制庁としての考えを述べること。

2 具体的には、仮処分決定で、高浜原発の脆弱性として指摘され、それを解消するには

不可欠としてあげられた以下の6点については、新規制基準の欠陥を福井地裁が厳しく指

摘したものであり、それらの点について、規制委員会・規制庁として、どのように考えて

いるのかを説明すること

1) 基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本

的な耐震工事を実施する

2) 外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるように耐震性を5クラ

スにする

3) 使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む

4) 使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにする

5) 使用済み核燃料プーノレに係る計測装置をSクラスにする

6) 免震重要棟の設置

3目今後の再稼働に向けた手続きをどのようにすすめるのか、

規制委員会、規制庁としての考えを述べること。

4. 4114の仮処分決定につき、田中俊一委員長は記者会見において、決定には事実誤認が

あるとし、使用済み核燃料プールの冷却設備の耐震クラスはSクラスである旨発言があっ

た。決定には、耐震クラスはBクラスだが、実際は基準地震動に対しでも十分な耐震安全

性を有しているとの債務者の主張について記載がある (42ベージ)が、どとが誤っている

のか。

5 基準地震動の想定で用いられている入倉レシヒ。について、これが地震の平均像を求め

るためのモデソレである左いうことについての認識を明らかにされてたい。

以上
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使用済み燃料プールの冷却設備がBクラスではなく Sクラスだという田中委員長発言の関連資料

参考①町今回の仮処分決定本文の42-43ページ

イ責fJ5ii'は，前源さど爽，Jとしても使用務;!i-棋燃料プールに危険性が発生ずる
訴に確実に絵淑がで tF ると七日箆し，定??一信用 i済み 1，長:燃料プールの冷J~1l設備

は耐震クラスとしてはIIクラスであるが(時11紙 3の別記立の第4粂2ニ拳

Jl{i) .安全余絡があるこ止がらするとお際I;t基準地麓到に対しても十分な

耐震安全性全有しているなど?と主張しているが季{義務者の主張する安全余

諮の考えが採)1]できないことは 2{2)オにおいて摘示したとおりであワ，地

震が基準地震動を越えるものであればもちろん舎経えるものでなくても李

被用清み核燃料ブ」ルの険会i設備が損壊する具体的可能性がある" .'1.た，

21こ調書示した5王子炉の冷却機能の問題点に照ら1とF 使Jlj洛み核燃料ブ‘-

Jレが池震に上って危機的状訟に捕る場合にはこれど並行してあるいはこれ

に先符して隣主をする原子炉も危機的状態に陥っていることが多いどいうこ

とを念頭に世かなiすればならないのであって，このような状況下において

債務者のじ摂rおりに犠実に給水作業ができるとは認め縫い。たとえば，

参考②:今回の仮処分決定本文の55ページ

二局?ラス

資金穣続著者』する鐘I量的うち‘担舵襲失した増脅の事3慢がS?ラス務自重とt主ベ小在い筒肢をい伊玖自買えば、攻時続t置が事げられる。
号原子炉;全額特医会パウンうt'JI::'lrl:1量控陵されていt、日次3者童書付を肉麗しているか瓦!主内慈し簿基箆法

'骨量射性費量嚢絡を1司.ilしてい告患誼{ただし‘防虫量h'世立い:l!J主貯賞理方式によ￥‘そ前積損によち公>1!!O与える担終銭将軍事111が繁期聾
種用!lt干炉(/)殺議込運転宅撃に潤する鰻r.!(耳?和53年通商A薫事令揖77号}軍主畢寵:nJ¥軍6号tこ鎮定する f/，量採藍領事.iltl外にお
1jるll':慌の栂葺雛1.'こl主ベ十分小さいもの1;:;:院<.l 

.~主射f霊峰童橋j:Á併の蝕射性鞠質I:M遣した箆設で為その様績によ主人公療昆l}1耳事者 1:週;l;f，la射線犠i;j;(を与える可益性的島毛.!II~

'焼同署艶f.杢冷却するた酌的廃校
・伎射性鶴宮部議出膏rfうよラ存犠曹に、その外部聖Ul:菅拘署名するための鎖詮で‘ S?ラス1:属さむい践設

9 



参考③.本訴の第8回口頭弁論調書の最終ページ

平成26年3月2711期日における，被特の補足説明要旨

第1 消火校等からの給水経路について(原告ら第1(i 準備持臨， 6 j.'Hこ関連

して)

肢内消火栓(方法1) ，民外消火栓(方法2)，淡水タンクへのI創業接続

(}j法:3)，海水の消防ポンプによる汲み上げ(方法5)により放水された
冷却JII7kは，開設配管妓紋口から恒設配管を通じて使J1]済燃料ピットt之さr.る

経路ιf雨量配管を介さず引き回したホースからi創業伊iピットlこ放水する経
路の，いずれによっても同ピットに導くことが可能である。

そのことは， r]1第70勾縦， 15--2廷の該当岱i所において，給水紙路と

して，消火絵等かち直接i寸ピットに宅る点線・矢印と彦当該点線の途中から

分岐し f10:設配管後続ロQ)へ}等とr比された矢印との. 2つの経路が記載さ

れていることからも容易に分かる。

したがって， 12{告の「実は二蚤化されているだけであるのJとの主樹立総

りである珍

第2 使用済燃料ピット冷却i設備の!耐波』除について〈原侍ら第16準備諮[札

8廷に関連して)
使用済燃料ピット冷却設備は，耐f幾クラスとしてはBクラスであるが，

実際には基ijIi地漢民J)S S !e:対しても十分な耐銭安全性を有している。

その乙とは，乙第SH手紙， I 添付5~ (l)ー 17(3/6)J Nの米
中， r設備J~時!のうち，使用 iff燃料ピット冷却設備に相当する「使用済燃料、
ピットポンプJ.r使用済燃料ピットポンプ現場操作箱J，門的n消燃料ピット
冷却器J， r使m消燃料ピット冷却系配管(循~iライン)J のいずれについて
も，お織の f裕度Jカラムの数iitiが. r1. 8IJ. f3. 60.1等というよ
うに， 1以上の数値となっている乙とから分かる。

なお，との「裕度j とは.対象設備が基準池袋動Ssの何倍の地緩切Jま

で機能を維持しうるかを示す数値である。

以上

唱。


